
№ 市町村 所管商工会 実施主体 支援策等の名称等 支援内容

1 熊本市創業サポート資金及び信用保証料利用者負担ゼロ

新規開業者(開業後１年未満の方を含む)が対象

融資限度額：２，０００万円以内　資金使途：運転資金・設備資金　融資期間：７年以内(据置期間１年以内)

融資利率：年1.6%（固定金利）信用保証料：年0.00% 　担保：原則、不要

2 国・自治体の補助金を活用し新事業にチャレンジする事業者の応援資金

対象者：国、地方自治体、公的機関から補助金の交付を受けた中小企業者

融資限度額：３，０００万円　資金使途：補助対象事業に資する運転資金・設備資金、　融資期間：７年以内(据置期間１年以内)、

融資利率：年1.85%（固定金利）信用保証料年0.00%（熊本市から助成）必要書類：補助金に関する「申請書類(写し)」「交付決定通知書(写し)」

対象補助金の一例　事業再構築補助金、小規模事業者持続化補助金等

3 熊本市新事業挑戦クラウドファンディング活用補助金
クラウドファンディング掲載経費のうち最大３０万円補助、補助率1/2

クラウドファンディングを活用して、新商品や新サービスの企画、開発もしくは研究又は販路開拓に取り組むプロジェクトの公開に係る経費の一部を補助

4 熊本市創業者チャレンジ支援補助金

総額１５０万円　各年度５０万円(３年間継続支援)　対象者1本店所在地が熊本市内で創業する法人・個人事業者　2特定創業支援等事業による支援を受けた

証明書を有する者、くまもと森都心プラザビジネス支援施設XOSSPOINTOにて実施の「スタートアップアクセラレーション熊本」を受講する者、又は特定

創業支援等事業を受ける予定の者。3.３年度継続して専門家派遣制度を活用する者。

5 創業サポート資金（新規開業） 市内で創業をお考えの方や、市内で開業１年未満の方を対象にした市制度融資

6 熊本市託麻商工会 熊本市託麻商工会 創業セミナー

新規創業や独立開業を目指す方、新分野進出や業種転換を目指す経営者の方を対象としたセミナーを開催。（※創業3年以内の方も対象）

令和5年度も開催予定。

【令和4年度の実施状況】

実施日：令和4年9月15日（木）・9月22日（木）・9月29日（木）・10月6日（木）・10月13日(木)　全5日間　※各日19:00～21:00

定員：20名

受講料：無料

7 宇土市 宇土市創業支援事業補助金
宇土市で創業する方に、店舗、事務所等の新築、増改築または購入、店舗改装費、設備等購入費、ウェブサイト作成費等を補助する。

（補助率2/3、補助上限100万円）

8 宇土市商工会 宇土市創業塾 宇土市で創業する方を対象とした、事業継続、知識習得のためのセミナーを年１回開催する。（参加費無料）

9 宇城市 宇城市商工会 宇城市 起業家支援事業（創業）支援
創業支援施設としての宇城市ビジネスサポートセンター設置。新規起業者向けのオフィスルームと２棟のコンテナハウスを設置。

宇城市で地域おこし協力隊として活動された方を対象に地域おこし協力隊起業支援補助金の支援。（補助上限100万円）

10 美里町 美里町 ー ー ー

宇土市商工会宇土市

熊本市

熊本市託麻商工会

熊本市北部商工会

熊本市河内商工会

熊本市飽田商工会

熊本市天明商工会

熊本市富合商工会

熊本市城南商工会

熊本市植木町商工会熊本市

※令和4年11月18日現在【熊本県商工会連合会】

熊本県内における各地域の創業支援策等一覧



№ 市町村 所管商工会 実施主体 支援策等の名称等 支援内容

11 玉名市 商店街空き地空き店舗対策支援補助金

玉名市で創業する方で、玉名市内の指定された商店街の空き家を店舗として活用する場合、改修費用等を補助する（補助対象経費50％、補助上限100万円）

※玉名市内に住民票を有している。玉名市が指定する創業支援セミナーを指定回数受講し、修了証書を授与している等諸々の対象要件あり。

※対象要件が厳格であるため、市は、ホームページ・広報誌等で周知はしておらず、市に直接問合せがあった場合に限り対応を行っている。

12

玉名市

玉名市商工会

玉名商工会議所

創業支援セミナー事業

玉名市で創業する方を対象とした、事業継続、知識習得のためのセミナーを開催する。

※昨年度開催内容：1月～2月毎週土曜日開催全4回、受講者は原則全4回参加、参加費無料

 ※今年度は2月頃実施予定

13 玉東町 玉東町商工会 ー ー ー

14 南関町 南関町商工会 ー ー ー

15 長洲町 長洲町商工会 ー ー ー

16 和水町 和水町商工会 ー ー ー

17 山鹿市 山鹿市商工会

山鹿市

山鹿市商工会

山鹿商工会議所

山鹿市創業・開業支援空き店舗対策事業補助金

小売業・飲食業・生活関連サービス（理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業、ネイルサービス業）で空き店舗を活用して新規出店する際

の店舗家賃を支援します。

補助率：小売業・飲食業２/３・生活関連サービス１/２    補助期間：３年間

店舗面積・月限度額：250 ㎡未満５万円・250 ㎡～499 ㎡ １０万円・500 ㎡～999 ㎡２０万円

18
菊池市

菊池市商工会
きくち起業塾

菊池市が例年実施している複数回にわたる起業塾。今年度は令和４年８月２７日(土)から令和５年２月２５日(土)の約半年にわたって各回３時間のセミナー

×１３回パッケージ。参加料は１人１０,０００円。講師陣は県内外から招聘した各分野の専門家にて構成されている。参加人数は１５名程度となっている

が、毎年募集人数を超える応募があっている。

19
菊池市

菊池市商工会
創業個別相談会

菊池市で創業予定の方、または開業後おおむね３年以内の方を対象に、中小企業診断士による個別相談会を実施している。例年４日（回）、それぞれ最大４

事業者、延べ相談件数１６件で募集している。相談には市役所職員、経営指導員が同席し、創業に向けた課題解決まで寄り添った支援を目的としている。

20 菊池市 創業支援事業補助金

申請時において創業から１年以内の菊池市に居住（法人は登記）している者に対する補助制度。賃借料、店舗建設＆改修費、固定資産税相当額充当、利子補

給、信用保証料について補助する。賃借料は24ヶ月、利子補給は36ヶ月と長期にわたってサポートする。また、グルメ認定制度など承認制度と絡めた上限額

の引き上げ、補助期間の延長も設計されている。申請前に特定創業支援の認定を受ける必要がある。

玉名市 玉名市商工会

菊池市 菊池市商工会



№ 市町村 所管商工会 実施主体 支援策等の名称等 支援内容

21 合志市 合志市創業融資制度 合志市で創業される方を対象に、合志市が創業資金の融資を行う。（融資限度額：１，０００万円、融資期間：１０年以内）

22 合志市 合志市創業支援事業補助金
合志市で創業される方を対象に、合志市が創業に必要な経費の一部を補助する。（補助対象経費：設備費、事業所借入費、広報費等、補助金上限額：個人事

業主２０万円・法人３０万円、補助率：２分の１）

23 合志市商工会 創業セミナー開催
合志市にて創業希望されておられる方を対象に、４回１セットの創業セミナーを開催

（令和４年１０月の毎週水曜日の１９：００から２１：００まで開催。参加者１５名。）

24 大津町 大津町起業創業事業費補助金 大津町に新たに創業する方や、新分野へ進出する方の創業等に必要な経費を一部支援。（補助率２分の１、補助上限100万円）

25 大津町商工会 創業セミナー
大津町で創業予定の方、創業後３年以内の方を対象とした、事業継続、知識習得のためのセミナーを年間１回（５日間に分けて、合計５回のカリキュラム）

開催する。（オンライン参加可能・参加費無料）

26 菊陽町 菊陽町商工会 菊陽町商工会 創業セミナー

菊陽町で創業予定者・創業後まもない方等を対象とした、創業計画書策定、資金調達、補助金・助成金等の施策に関する知識習得のためのセミナーを全６回

開催する。（9月～12月の間、週1回、2時間30分、参加費無料）

※令和4年度は、9月13日～10月18日毎週火曜日に実施

※創業セミナーを8割以上受講した者に対し、修了証を発行。修了証を持参すれば菊陽町役場から特定創業支援等事業の支援を受けた証明書が交付される。

27 阿蘇市 阿蘇市商店街活性化事業（空屋対策事業）補助金
創業者や市外からの移転により、新たに阿蘇市の空店舗を賃貸借契約にて活用し、事業を行う者に対して、毎月の家賃費用を補助する。（補助率：税抜家賃

の２分の１、限度額：５万円、最大で出店後３年間（３６ヶ月）の補助期間）

28 阿蘇市商工会 伴走型小規模事業者支援推進事業（創業セミナー）

阿蘇市で創業をお考えの方・関心のある方、創業して間もない方（税務申告を２期終えていない）を対象とし、創業までの流れ、創業融資、税務、収益・収

支計画、創業計画書作成に関するセミナーを開催する。

※令和4年度は、11月22日（火）、24日（木）、29日（火）、12月1日(木)に（全4回、参加費無料）実施。

29 南小国町 南小国町商工会 南小国町 南小国町夢チャレンジ推進事業補助金

町内で新たに事業の開始若しくは法人を設立して事業を開始するものに対して、ソフト及びハードを補助を行う事業。

(ハード）施設・備品等の購入　補助対象経費の８０％　限度額１５０万円

(ソフト)商品販売に向けた取り組み・知的財産の取得・広報費用等

補助対象経費の８０％　限度額１５０万円　最高３００万円

合志市 合志市商工会

大津町 大津町商工会

阿蘇市 阿蘇市商工会



№ 市町村 所管商工会 実施主体 支援策等の名称等 支援内容

30 小国町 小国町商工会 小国町 小国町創業支援事業補助金

小国町の創業者を支援することにより小国町定住人口増加対策と小国町の活力向上を目的に行う。

（対象者）次のいずれかに該当する者。

・町内に住所を有する者、またはその予定の者。

・１ケ月以内に新しい個人事業所を開始する具体的計画を有する者。

・２ケ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者。

（資金使途）

創業及び事業経営に必要な資金であり総事業資金が１００万円以上の者。

（補助金の額）

総事業資金が１００万円以上２００万円未満は１０万円とし、２００万円以上３００万円未満は２０万円とし、３００万円以上４００万円未満は３０万円と

し、４００万円以上５００万円未満は４０万円とし、５００万円以上は一律５０万円とする。

※その他にも要件があります。

31 産山村 産山村商工会 ー ー ー

32 高森町 高森町商工会 ー ー ー

33 南阿蘇村 南阿蘇村商工会 南阿蘇村 南阿蘇村創業者支援信用保証料補給金交付 村内で開業する創業者が熊本県創業者支援資金を借りた場合、その借入に係る信用保証料の全部を村が補給する。

34 西原村 西原村商工会 ー ー ー

35 御船町 御船町商工会 御船町 御船町地域おこし協力隊企業支援補助金 地域おこし協力隊員が任期満了等に伴い、町内で起業する場合に1,000千円を補助する。（担当課：企画財政課）

36 嘉島町 嘉島町商工会 嘉島町商工会 創業者個別相談会
年度間を通じて、創業者の個別相談会を実施。経営、金融、税務、登記等に関する各分野の専門家を招聘し創業内容を具現化する。また、町役場と連携を行

ない支援強化に努めている（無料）

37 益城町 益城町商工会 益城町 益城町中小企業事業拡充等支援補助金

公募開始から令和５年２月２８日までに、個人開業又は会社を設立若しくは町外の事業者が新たに町内で事務所・事業所を設置するものに補助率1/2以内・

補助金の額100万円以下で次の経費を助成する。改修費、設備費（1件あたり50万円未満（消費税除く））、官公庁への申請書類の作成等にかかる経費、知的

財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング費、外注費、広報費、委託費 等

※すでに町外で事業を営んでいるとき、及び過去に事業を廃業しているときは対象外。

38 甲佐町 甲佐町商工会 甲佐町 甲佐町空き家バンク制度

町内にある賃貸または売買ができる空き家を所有者の方に登録してもらい、甲佐町への移住や甲佐町での商工業などを営むことを希望し、空き家等の利用を

希望する方に対し、登録した空き家等の情報を町公式ウェブサイトなどに公開し、紹介する仕組み。空き家等の有効活用、まちのにぎわい創出、地域経済の

発展に資するため、甲佐町空き家バンク制度を通じ空き家等を購入・賃貸した者が出店するために改修を行う場合、経費の一部を助成。



№ 市町村 所管商工会 実施主体 支援策等の名称等 支援内容

39 山都町 山都町事業所改修等支援事業補助金
山都町内で起業する方で、当該起業に要する施設整備、設備又は備品等の取得費用を補助する。

（補助率1/2、補助上限75万円※施設、設備それぞれ）

40
山都町

山都町商工会
山都町商店街後継者育成事業（山都経営革新講座） 山都町内で創業を予定している者や後継者を対象に経営力の強化と育成を目的として、セミナーを５回程度、個別支援を３回程度実施する。

41 八代市 八代市商工会 八代市 八代市創業支援事業補助金

八代市内で新たに創業しようとする者、第二創業しようとする者、創業後の事業拡大をしようとする者、第二創業後の事業拡大をしようとする者に対し交付

される。

事業所改修費用、設備・備品購入等費用、販売促進費用、その他市長が適当と認める費用が補助される。

補助率2/3（補助対象と認められる経費）。補助上限額20万円。

42 氷川町 氷川町商工会 氷川町 氷川町商工業創業支援・事業所等整備促進事業補助金

氷川町在住で町内にて創業される方で、新築及び改装費に対し対象費用の20％(上限額200万円)を補助する。(但し町内の登録建築事業所に発注要)。また賃貸

にて創業の場合は賃貸借月額の2分の1以内(上限月額3万円)を事業開始後12ケ月まで補助する。【別枠として既存事業所に対しては改装費(但し町内の登録建

築事業所に発注要)の20%(上限額50万円)及び機械器具購入費の20％※1点につき10万円以上の機械器具に限る(上限額50万円)を補助する。】※機械器具での

補助は創業時でも利用可　(いずれの補助金も氷川町民・町内事業所に限る。)

（担当課：地域振興課）

43 芦北町 芦北町商工会 芦北町 芦北町中小企業者等持続化事業補助金 施設整備費においては補助対象経費の2分の1以内、その他の事業費においては対象経費の3分の2以内、創業の場合においては、150万円を上限とする

44 津奈木町 津奈木町商工会 津奈木町 店舗整備等支援補助金

既存店舗改修等事業、必要備品購入等事業補助対象事業を実施するために必要な以下の経費

委託費、工事費、消耗品費、備品購入費等補助対象経費の2分の1以内

補助金額　500,000円　※新規創業の場合は1,000,000円

45 錦町 錦町商工会 錦町商工会 錦町起業者支援条例

事業に対する投下資本金額が100万以上であって、常時従業員を町内から1人以上雇用すると対象経費の2分の1以内で50万を上限として起業支援奨励金を支給

する。規則で定める特定事業については100万を上限とする。

※特定事業：町が定める創業支援計画に基づく「特定創業支援事業」を受講し、証明を受けた者が行う事業

46 あさぎり町 あさぎり町商工会 ー ー ー

47 空き家・空き店舗等活用事業補助金

48 農林商工担い手就業祝い金

49 湯前町 湯前町商工会 ー ー ー

50 水上村 水上村商工会 水上村 水上村産業担い手支援事業給付金

【対象者】現事業主の後継者、又は農林商工業の中で新たな事業主を目指し、将来において本村の中核的担い手となりえる次にかかけるもの

　　　　→農林商工業者以外の職業（学生を含む）から本村の農林商工業に、新規に就業した４５歳未満の者

【給付金】新規就業者に対する給付金：1年間５０万円〔年に１回、最長で５年間給付を受けることが出来る〕

※令和４年11月現在、内容の見直し等の検討が行われており、支援内容が変更となる可能性があるため、内容調整中。

山都町 山都町商工会

多良木町 多良木町商工会 多良木町



№ 市町村 所管商工会 実施主体 支援策等の名称等 支援内容

51 相良村 相良村商工会 ー ー ー

52 五木村 五木村商工会 五木村 五木村商工振興補助金 創業にかかる費用の一部を助成。上限１００万円、補助率２/３

53 山江村 山江村商工会 ー ー ー

54 球磨村 球磨村商工会 ー ー ー

55 上天草市 上天草市商工会 上天草市 上天草市中小企業者空き店舗等家賃補助金

上天草市内の空き店舗を貸借して新規出店する際の家賃を補助する。

（対象経費：店舗等の賃借料、補助率：50％、補助上限：月額5万円、交付期間：12か月分）

要件：商工会の会員で商工会支援の事業計画書を作成等

56 天草市 天草市商工会 天草市 創業者向け「起業創業資金利子補給補助金」

新たに事業を始める人が熊本県創業者支援資金、日本政策金融公庫などの融資を受けた場合、その支払った利子の３年分または36回分を市が補助。

◇申請を行うにあたり、本渡商工会議所または牛深商工会議所、天草市商工会の指導を受けることが必要。

申請期間：毎年１月４日から１月末日

57 苓北町 苓北町商工会 苓北町 苓北町小規模事業者支援補助金

①新規事業者

　町内において、３カ月以内に小規模事業者となる計画のある者。事業資金の２／３以内とし補助金は６０万円以内とする。

②後継者

　町内において、３親等以内の小規模事業者が営む事業を３カ月以内に後継する計画がある者で、後継の日において満５０歳以下の者をいう。後継者

　の補助金は、２０万円を上限とする。

58 ー ー 熊本県商工会連合会 創業スクール

創業に関する知識の習得を目的としたセミナー及び個別相談会を開催。（受講料無料）

※令和5年度の実施については現在調整中。

【令和4年度の実施状況】

＜第1回＞

実施日：令和4年8月5日（金）・8月12日（金）・8月19日（金）・8月26日（金）・8月31日(水)　全5日間　※各日16:00～18:30の2時間30分

　　　　※個別相談会：令和4年9月3日（土）・9月4日（日）全2日間　※各日10:00～16:00のうち1人1時間

定員：70名（会場受講20名、オンライン受講50名）

＜第2回＞

実施日：令和4年11月4日（金）・11月11日（金）・11月18日（金）・11月25日（金）・11月30日(水)　全5日間　※各日16:00～18:30の2時間30分

　　　　※個別相談会：令和4年12月3日（土）・12月4日（日）全2日間　※各日10:00～16:00のうち1人1時間

定員：70名（会場受講20名、オンライン受講50名）



№ 市町村 所管商工会 実施主体 支援策等の名称等 支援内容

商工会には、経営・金融・税制・労働など経営全般にわたって、中小企業・小規模事業者の皆様を中心に様々なサポートを行う職員が常駐しています。

商工会事務所での相談や電話相談のほか、経営指導員が皆様の事業所を直接訪問する巡回相談も行っていますので、事業運営全般について、どんなことでも遠慮なくご相談ください。

＜熊本県商工会連合会HP＞https://www.kumashoko.or.jp/

【備考】

■一部を除き、特定創業支援等事業に関する支援内容は記載しておりません。

　　※特定創業支援等事業での支援を受けることにより優遇措置を受けられる場合があります。支援の詳細、支援を受けたことによる証明書等の発行については各市町村へお問い合わせください。

■「ー」表示は、支援策無し、未定、検討中の場合に記載しています。

■公表時点において、すでに終了した事業も記載されています。次年度以降の実施については、実施主体に記載の各機関へお問い合わせください。

〇「市町村」…記載の支援が受けられる地域です。

〇「所管商工会」…「市町村」を所管する商工会名を記載しています。事業所在地等によっては商工会議所での対応となる場合がありますのでご了承ください。

〇「実施主体」…「支援内容」に記載の事業を実施している機関です。詳細につきましては、各実施主体へお問い合わせください。

〇「支援内容」…支援の概略を記載しています。詳細につきましては、各実施主体へお問い合わせください。


